
テレビ会議の方法による証人等の尋問のイメージ

第1 尋問の準備

A地方裁判所の平成10年(ﾜ)第117号損害賠償請求事件の準備的口頭弁

論において，被告側から， 甲を証人として尋問する旨の証拠の申出がされた

。被告代理人によると，甲は被告会社の従業員であるが，遠隔地に居住して

おり，また，職業柄A地方裁判所に出頭することは困難であって, 甲の居住

地の近くにあるB地方裁判所であれば尋問に応じてもよいという意向を示し

ているので，テレビ会議の方法による尋問を希望するいうことであった。裁

判官は，原告代理人の意見を聴いた上でテレビ会議の方法により尋問を行う

こととし， この事件を担当するS書記官に対し， 自庁及びB地方裁判所のテ

レビ会議システムが設置されている法廷の使用状況を調査するように命じた

。S書記官は，両裁判所の法廷の使用状況を調査した上で，候補日を裁判官

に報告した。被告代理人は，直ちに証人甲に電話をして，候補日の中から都

合のつく日を確認したところ， 9月21日であれば出頭が可能であるとのこ

とであったので，裁判官は，尋問期日を9月21日と指定した。

！
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1 テレビ会議の方法による証人等の尋問の選択

テレビ会議の方法を利用するかどうかは，各裁判体が，受訴裁判所と証人，

当事者本人又は鑑定人（以下「証人等」という。 ）の住所等との距離，移動時

間， 出頭に要する費用等を基礎にして判断していくこととなると考えられる。

実際には，証人等が受訴裁判所に出頭する場合や受訴裁判所が出張する場合と，

テレビ会議の方法を用いる場合との間で，時間費用又は証人等の都合を比較

し， 当事者の意向を踏まえつつ，柔軟に判断していくこととなろう。

なお，平成10年1月1日現在，テレビ会議システム（注1)はすべての地

方裁判所本庁に設置されている。
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（注1） テレビ会議システム

ここでは，本体であるテレビ会議装置（メインモニター， メインカメラ，

コーデック等） ，書画カメラ，傍聴人用テレビモニター， ビデオデッキそ

の他の付属機器を合わせた一体の設備をテレビ会議システムと呼ぶことと

する。

2 テレビ会議システムの設置された法廷の使用状況の確認

テレビ会議の方法による証人等の尋問の期日を指定するに当たっては，事前

に， 自庁のみならず，証人等が出頭する裁判所（以下「出頭裁判所」という。 ）

のテレビ会議シズテムの設置された法廷（以下「テレビ会議設置法廷」という。

）の使用状況を確認しておき，尋問期日の候補日を調べておくことが必要であ

ると考えられる。そのため，各裁判所は，テレビ会議システムの設置された法

廷の使用状況について他庁から照会を受けた際，随時回答することができるよ

う，その使用状況を把握している必要があると考えられる。

もっとも，テレビ会議設置法廷の使用状況の把握の方法については，各庁に

よって取扱いが異なると考えられるので,平成9年12月8日付け最高裁民二

第567号民事局長，総務局長通達「民事訴訟におけるテレビ会議の方法によ

る証人等の尋問の手続について」 （以~F「テレビ会議通達」という。 ）記1に

おいては，他庁からテレビ会議設置法廷の使用状況につき照会を受けた場合の，

いわば窓口的業務を民事の訟廷管理官の下に置かれた庶務係（以下「民事訟廷

庶務係」という。 ）が行うとし，適時に正確な情報が伝達されるようにするこ

ととし，その他の点は各裁判所の裁量にゆだねたものである。例えば，民事訟

廷庶務係がテレビ会議設置法廷の使用状況を集中的に把握，管理することが考

えられるし，特定の部が使用状況を把握，管理している場合には，照会を受け

た民事訟廷庶務係が当該部に使用状況を確認した上で，照会に対して返答する

ことが考え･られる。

本事例では，準備的口頭弁論の中でテレビ会議の方法による証人等の尋問を

I
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行うこととなり, S書記官は， その場で自庁及びB地方裁判所のテレビ会議設

置法廷の空き状況を確認している。このような照会に備えて，各裁判所では，

できる限り即時に返答することができる態勢を整えることが望ましいと考えら

れる。

3予納額の算出

S書記官は，被告代理人に対し，テレビ会議の方法による証人甲の尋問に

必要な額を伝え，速やかに予納するように促し，後日予納された。

(1)旅費， 日当及び宿泊料

証人及び鑑定人に対する旅費， 日当及び宿泊料(以下｢旅費等」という。 ）

を予納させなければならないことは，通常の証人等の尋問の場合と同様であ

る。ただ，テレビ会議の方法による場合には，受訴裁判所において旅費等の

額を算出することが困難な場合もあり得るので，そのような場合は，事実上

出頭裁判所に旅費の算出に関して協力を求めることが必要となると考えられ

る（平成9年12月8日付けの民事局第一課長，総務局第三課長及び経理局

監査課長の事務連絡「テレビ会議の方法又は電話会議の方法を利用した証人

尋問における証人に対する旅費等の支給手続及び通信料の支払手続について」

の別添「テレビ会議の方法を利用した証人尋問における証人等に対する旅費

等の支給手続及び通信料の支払手続」 （以下「支給手続等事務連絡｣という。

）参照） 。

(2)通信料

ア基本料と通信料

テレビ会議システムは，電話回線を利用するため，通常の電話を使用し

た場合と同様に， 日本電信電話株式会社（以下「NTT」という。 ）から

毎月電話料金が請求される。電話料金は，定額が請求される基本料と，通
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信時間及び通信先との距離に比例して請求される通信料どに分類すること

ができる。このうち，基本料については，国庫負担であり，当事者に予納

させるべき金額は，通信料である（注2）。

（注2） テレビ会議の方法による証人等の尋問をする場合には，文書の

写しを送信して提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行う

ため， ファクシミリを利用することができる（民事訴訟規則（平成8

年最高裁判所規則第5号。以下「民訴規則」という。 ）第123条第

2項等）ことから，テレビ会議設置法廷には， ファクシミリが設置さ

れている。ファクシミリも電話回線を利用するので， その基本料及び

通信料が請求されるが，いずれの費用も国庫負担であるから，当事者

に予納させる必要はない。

イ通信料の概算額の算出

通信料は，尋問予定時間及び両裁判所の距離を基礎として，別紙第2に

よって容易に概算額を算出することができる。ただし，現実の通信料が予

納額を上回り，予納額に不足を来す場合，事務処理が非常に煩雑となる（

注3）ことを考えると，概算額よりも余裕を持った額を予納させる取扱い

が必要になる（支給手続等事務連絡の1の(2)参照）。

（注3） 予納金が不足する場合には，追加予納を命ずることとなるが，

事件担当書記官は，次の事件の立会等のため， 当日の追加予納に対応

することができない場合も-'一分考えられるし， 当日中に予納されない

場合もある（後日になっても予納されない場合には,国庫立替が必要

となる。こうした事態を避けるために，概算額よりも余裕を持った額

を予納させることが必要になる。 ） 。

ウ事前の還付請求

イのように，概算額よりも余裕を持った額を予納させるときは，残額を

還付するケースが多くなると考えられるので，予納者に事前に還付請求を
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させておくことが望ましい。こうした事前の還付請求は，予納と同時に行

われることとなる（平成7年3月30日付け最高裁監第42号経理局長依

命通達「保管金の還付手続に関する事務の取扱いについて」参照） 。

出頭裁判所への嘱託4

準備的口頭弁論期日が終了した後, S書記官は，直ちにB地方裁判所にあ

てた嘱託書を作成し， ファクシミリで送付した。

嘱託書の送付を受けたB地方裁判所では，民事訟廷事件係が共助事件とし

て立件し, B地方裁判所の事務分配の定めに従い，民事訟廷庶務係に嘱託書

を配布（配てん）し，同係長のT書記官が担当者と決まった。

(1) 嘱託書の作成及び送付

事件担当書記官はiテレビ会議の方法による証人等の尋問の実施に必要な

事務を，出頭裁判所に書面で嘱託しなければならない。この嘱託書はファク

シミリを利用して送付することができる（テレビ会議通達記2の(1)参照） 。

本事例においては, S書記官がB地方裁判所に対してファクシミリで別紙

，第3のような嘱託書を送付している（注4） 。

（注4） 尋問終了後に出頭裁判所から受訴裁判所に送付されるべき書面と

しては，証人等から提出された請求書（平成7年3月30日付け最高裁

総三第28号総務局長，経理局長通達「過納手数料等の還付金の支払及

び旅費，鑑定費用等の概算払等の取扱いについて」の別紙様式第6の請

求書。 （以下「旅費等請求書」という。 ） ）が考えられるが， これにつ

いては，出頭裁判所からファクシミリで送付（第2の3の(2)参照）する

ことができる（テレビ会議の方法による証人等の尋問の場合，嘱託書な

どの共助事件関係書類は，受訴裁判所に返送することを要しないことか

ら，嘱託書には， 出頭裁判所から受訴裁判所に書面が返送される際に使
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用する郵便切手を添付する必要はないと考えられる。 ） 。 ‐

（2） 嘱託書の立件

テレビ会議の方法による証人等の尋問を実施する場合，出頭裁判所では，

証人の尋問場所への誘導，尋問に必要な装置の操作，尋問場所の秩序維持等

への協力のため，職員を立ち会わせる必要があるし，共助事件関係書類の保

管の責任を明確にする必要もあることから，嘱託は共助事件に準じて取り扱

われる必要があると考えられる。そこで， 出頭裁判所は，嘱託書ごとに，民

事共助事件簿に登載して立件する（テレビ会議通達記2の(2)参照）。

テレビ会議の方法による証人等の尋問を行う場合の嘱託書は，必ずしも表

紙を付して記録を編成するまでの必要はなく，そのままあらかじめ定められ

た各裁判所の事務分配の定めに従って配布（配てん）されることとなる。そ

のため，各裁判所においては,テレビ会議の方法による証人等の尋問の嘱託

を受けたときの取扱いについてあらかじめ定めておく必要があると考えられ

る。

本事例では，テレビ会議の方法による証人等の尋問の嘱託は，民事訟廷庶

務係が担当するとB地方裁判所が定めていたことから， この定めに従い，民

事訟廷庶務係に事件が配布（配てん）され， 同係長のT書記官が担当者と決

まったものである。

5 出頭裁判所における準備

共助事件の配布（配てん）を受けたT書記官は，直ちにB地方裁判所のテ

レビ会議設置法廷の利用予定として， 9月21日にA地方裁判所の証人甲の

尋問期日が掲げられていることを確認した。また, A地方裁判所のS書記官

に対して, T書記官が担当する旨を電話連絡するとともに, B地方裁判所に

備え付けてある裁判所の案内図をファクシミリで送付した。
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(1) 出頭裁判所のテレビ会議設置法廷の使用状況の把握

出頭裁判所は，嘱託書が送付された段階で正式な期日として把握すること

になる（テレビ会議通達記3の(1)参照）が，テレビ会議の方法による尋問を

行うこととなって，多くの場合，期日の調整のために出頭裁判所に問い合わ

せをした時点で,出頭裁判所においても事実上期日を予定する扱いが多いの

ではないかと考えられる。

本事例でも, A地方裁判所のS書記官から照会があった時点で，事実上テ

レビ会議設置法廷が確保されており, A地方裁判所から嘱託書が送付された

時点で, T書記官がそれを正式なものとしている。

（2）担当職員の通知

テレビ会議の方法による証人等の尋問に係る共助事件を担当する者（以下

「共助事件担当者」という。 ）は，受訴裁判所に対し， 自己の官職及び氏名

を遅滞なく通知しなければならない（テレビ会議通達記3の(2)）。この通知

によって，受訴裁判所は，共助事件担当者が誰であるかを把握することがで

き，尋問に向け種々の準備のための両裁判所間のやりとりを円滑に行うこと

ができることになると考えられる。その際，共助事件担当者の電話番号や，

ファクシミリ番号を合わせて通知しておくことが有益であると考えられる（

注5，注6） 。

なお，通知は相当な方法によれば足りるものと考えられ，本事例では, T

書記官がS書記官に対して電話で通知している。

（注5） 共助事件担当者の通知に加えて，テレビ会議の方法による証人等

の尋問に立ち会う職員（以下「立会職員」という。 ）は，テレビ会議の

方法による尋問中，受訴裁判所の指示に従うこととされており （テレビ

会議通達記3の(s)) ,そのためには，受訴裁判所が立会職員について把

握しておく必要があると考えられるので，共助事件担当者は，立会職員

が決まった段階で，事件担当書記官に対し，立会職員の官職及び氏名を

1
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通知することになると考えられる。

（注6） テレビ会議通達では，共助事件担当者と立会職員とを区別して規

定しているが，両者を一致させるかどうかについては各裁判所の実情に

応じて定められることとなる。

なお，立会職員の事務の内容（第2の2の(2)参照）からして，立会職

員は特定の官職であることを必要とするものではなく， この点も各裁判

所の実情に応じて定めることで足りる。

(B)裁判所の案内図の送付

後述する（第1の6の(:1)参照）ように，証人等のII乎出しに関する事務は，

受訴裁判所の事件担当書記官が行う。

本事例では, T書記官がS書記官に対し，裁判所の案内図を送付し，証人

の出頭に支障がないように取りはからっている。

6 嘱託後の受訴裁判所における事務

I

(1)証人等の呼出し

テレビ会議の方法による証人等の尋問の場合，証人等に対する期日の呼出

しに関する事務は，事件担当書記官が行うことになる（テレビ会議通達記5）

（注7） 。

（注7） テレビ会議の方法による証人等の尋問の場合，特に，訴訟代理人

が受任している事件では，証人に対して事前に当事者側から何らかの接

触が行われている事例が多いのではないかとも思われる。そうした場合

で，あらかじめ尋問期日等について証人の事実上の応諾が寄せられてい
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るときには， あえて送達によって証人等を呼び出すまでのことはなく，

普通郵便によることや，証人等から期日請書を提出してもらうことも考

えられる。

（2）説明書（テレビ会議の方法による尋問であることを記載した書面）

テレビ会議の方法による証人等の尋問の場合，尋問当臼に旅費等の支給を

行うことができず,原則として振込払いとなる。そこで，尋問当日には振込

先の金融機関名， 口座番号等を旅費等請求書に記入させるようにしなければ

ならない（支給手続等事務連絡の3の(1)参照） 。

事前にこうした事情を証人等に伝えるためには， その旨を記載した説明書

等を呼出状に添付することが必要になると思われる。

本事例では，呼出状（別紙第3）等とともに, T書記官から送付されたB

地方裁判所の案内図及びテレビ会議の方法による証人等の証拠調べの概要や，

旅費等が口座振り込みとなる旨等が記載された説明書（別紙第4）が同封さ

れ，送達されている。

了裁判官と書記官との打合せ等

1

尋問期EIの数日前，裁判官とS書記官は，テレビ会議の方法による証人等

の尋問に先だって，テレビ会議システムの操作方法等を確認するとともに，

尋問事項書を参考にしながら，尋問時に示すと思われる書証をピックアップ

し, S書記官は, B地方裁判所のT書記官に対し，その書証の写しをファク

、 ’

シミリで送付した。

(1)裁判官と書記官の打合せ

テレビ会議の方法による証人等の尋問を行うに当たっては，操作者が機器

の操作方法を熟知している必要がある。この操作を誰が行うかは，各裁判体

の判断にゆだねられており，書記官のほか，例えば，尋問の流れに応じて裁
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判官自らが操作することなどが考えられる。いずれにしても，事前に操作方

法や，撮影位置（注8）等を確認しておき，尋問がスムーズに行われるよう

に配慮する必要がある（注9）。

（注8） テレビ会議システムは，特定のカメラポジションをあらかじめ登

録しておくこと（プリセット）が可能である。テレビ会議設置法廷の着

席位置（別紙第5参照）に応じて， あらかじめテレビ会議システムにプ

リセットしておけば，尋問中にカメラポジションを操作する手間を省く

ことができると考えられる。

（注9） 尋問をスムーズに行うために，事件担当書記官と，立会職員とが

あらかじめ打合せをしておくことも考えられる。

（2）書証の写しの事前送付

テレビ会議の方法による証人等の尋問中であっても，書画カメラやファク

シミリ （注10)などを随時利用することによって，証人等に対して書証を

示すことができる。もっとも，例えば，尋問事項書の記載から見ると，証人

等に対して示されることが明らかな書証は， あらかじめその写しを出頭裁判

所に送付しておくことも考えられる。

本事例でも， そのような書証について写しがあらかじめB地方裁判所のT

書記官にファクシミリで送付されている。

（注10) テレビ会議設置法廷には，書証を示す場合等に備えてファクシ

ミリが設置されている。このファクシミリは，法廷で書面等の写しを作

成することができるように，一定程度のコピー機能を保有している。

第2尋問期日における事務

I

I

9月21日，証人甲はB地方裁判所に出頭した。B地方裁判所のテレビ会

議設置法廷で待機していたT書記官は， 出頭した甲に対し， 出頭カードに記

入するよう促し， これを法廷に備えられたファクシミリでA地方裁判所のテ

10



レビ会議設置法廷のファクシミリに送信するとともに，テレビ会議システム
･

の電源を入れ尋問開始時刻を待った。

1 ル尋問前における出頭裁判所の事務

立会職員は，証人等が出頭したら，人定質問等に備えて住所，氏名を出頭カ

ード等に記載させ， これを受訴裁判所のテレビ会議設置法廷のファクシミリに

送信しておくことが必要である。また，証人等からテレビ会議の方法による尋

問の留意点等について質問があった場合には，立会職員は，テレビ会議の方法

による尋問の一般的なイメージを伝えておくことも考えられる。

なお， 出頭した証人等に対して，旅費等の請求を行うのか，放棄するのかの

意向を打診し，請求する意向があるような場合には，あらかじめ旅費等請求書

に氏名，住所等を記載させておくことが考えられる。

2尋問の開始

I

A地方裁判所のテレビ会議設置法廷に，裁判官，書記官及び双方代理人が

そろったので, A地方裁判所からB地方裁判所のテレビ会議システムに回線

を接続し，テレビ会議の方法による証人の尋問が開始された。

裁判官から証人甲に対し，テレビ会議の方法による尋問であることが説明

された上ウ人定質問及び宣誓が行われた。そして，被告側の主尋問から尋問

が始められた（尋問の内容については省略） 。

A地方裁判所では, S書記官が操作盤を使ってカメラのア.ングル変更，ズ

ームアップ等の操作をしたほか，書証を示す場面では，書画カメラを用いて

, B地方裁判所にいる甲に示した。

一方, B地方裁判所では, T書記官が， 甲に書証の写しを示すなどの事務

を行った。

ll



(1)受訴裁判所の事務

アテレビ会議装置等の操作

テレビ会議装置等の操作については，別紙第6参照。仮に書記官が操作

する場合には，その間は尋問を控えるなど，録取事務に対する配慮をする

必要があると考えられる。

テレビ会議装置の回線接続操作は，必ず受訴裁判所側から行う必要があ

る。後述する（第3の’参照）ように，通信料の支払手続を受訴裁判所で

行う必要があり，そのためには，受訴裁判所に通信料が請求されるように

する必要があるからである。

イ宣誓の方法

テレビ会議の方法による証人等の尋問の場合，宣誓をどのように行うか

については，例えば，証人等に宣誓書を朗読させた後，書画カメラの上で

署名，押印させ，テレビモニター上で，その様子を確認するような方法も

考えられるが,必ずしもこうした方法によらなければならないものではな

く，各裁判体の判断にゆだねられる。

ウ傍聴人用テレビモニター及びビデオデッキ

今回テレビ会議システムを設置したラウンドテーブル法廷には’従前か

らテレビモニター及びビデオデッキが設置されているので，受訴裁判所が

テレビ会議設置法廷を利用するときには，テレビモニターを傍聴人用モニ

ター（注，，）に， ビデオデッキを録画用ビデオデッキ（注’2）として，

それぞれ利用することが可能である。

(注，，） 傍聴人用テレビモニターには，受訴裁判所のテレビ会議装置

に映し出された画面と同様の映像を放映することになる（テレビ会議

通達記6参照） 。

（注，2） テレビ会議の方法による証人等の尋問を行った場合で’その

尋問が民訴規則第68条第1項に適する尋問であるときには， ｜司項の
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規定により，証人等の陳述を録音テープ等に記録することも可能であ

ると考えられる。

なお，証人等の陳述をピ､デオテープに記録するときは，受訴裁判所

のテレビ会議装置に映し出された映像を録画する（.テレビ会議通達記

7） 。

また，民訴規則第170条第2項によって録音テープ等に証人等の

陳述を記録する際に， ビデオテープを利用する場合も|司様である（簡

易裁判所がテレビ会議システムを利用する場合については，第4参照）

◎

（2）立会職員の事務

立会職員は，証人等が出頭した際に，テレビ会議の方法による尋問のイメ

ージを伝えたり， 出頭カードに記載させるといった事務を行うほか，尋問中

にあっては，裁判長の訴訟指揮の下，宣誓時に証人等に対して指示を与えた

り，受訴裁判所から， あらかじめ又は尋問時に送付された書証の写しを証人

等に示すといった事務を行う場合もあると考えられる。また，場合によって

は，裁判長の法廷警察権の行使を補助することもあり得る。

3尋問の終了

裁判官は，証人甲に対し，尋問が終了した旨を告げた。そこで, S書記官

は回線を切断するための操作を行った。テレビ会議装置に尋問II寺間と通信料

が表示されたので, S書記官は，その額を確認した上でテレビ会議システム

の電源を切った。

一方, B地方裁判所では, T書記官が， 甲に対し， 甲に支給すべき旅費等

の額として，あらかじめA地方裁判所から送付されていた日当支給基準に沿

って計算した額を伝えて，旅費等請求書に記載させた。T書記官は，その旅

費等請求書及び宣誓書を直ちに受訴裁判所にファクシミリで送付した。 ノ
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(1)通信料の確認

今回導入したテレビ会議装置は，通信先との通信を終了した段階で，通信

料を自動的に表示する機能を備えている。書記官としては，通信料が予納額

を上回っていないかを確認し，予納額に不足を来すときには， 当事者に追加

予納を促す必要がある（追加予納を避けるために，概算額よりも余裕を持っ

た金額の予納が必要となる点については，第1の3の(2)のイ参照。 ） 。

また，画面に表示される通信料（注13）は, NTTから回線を通じて送

信されてくるデータに基づいているので，その額に消費税額を加えたものは

後日NTTから請求される額と同額となる。したがって，事件担当書記官と

しては，後日NTTから請求書及び内訳書の写しが送付されるまでの間に，

払出通知の準備を事前に行うことで，請求書及び内訳書が送付されしだい，

直ちに払出通知を行うことが可能になると考えられる。

本事例では，通信料が予納額の範囲内であったため，追加予納の事務は行

われていない。

（注13） 画面における通信料の表示は，通信終了から約30秒間表示さ

れるので，事件担当書記官は，その金額をメモしておく必要がある

や

つ。

（2）旅費等請求書及び宣誓書の送付

旅費等請求書及び宣誓書は， ファクシミリで受訴裁判所に送付することが

可能であり（テレビ会議通達記8の(1)） ， この場合，受訴裁判所は， ファク

シミリで送信された旅費等請求書に基づき，支給決定を行った上で払出通知

を行うこととなるとともに， ファクシミリで送付された宣誓書を訴訟記録に

編てつすることとなろう。 へ

本事例では， この段階でもファクシミリが用いられている。

第S尋問期日終了後の事務
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①NTTからA地方裁判所に対し電話料の請求書が送付された。

②A地方裁判所の会計課は，テレビ会議装置の請求書のうち通信料に関す

る部分及び料金明細内訳書について，写しを作成し，民事訟廷庶務係に対

し，送付した。

③民事訟廷庶務係は，使用状況に基づき，請求書のうち通信料に関する部

分及び料金明細内訳書の写しを，更にS書記官に対し送付した。

④S書記官は， あらかじめ通信料の払出通知の準備をしていたので，民事

訟廷庶務係から請求書のうち通信料に関する部分及び料金明細内訳書の写

しの送付を受けると，直ちに払出通知をした。

1 請求書等の事件担当書記官への交付

テレビ会議装置に用いる電話回線に係る料金の請求書及び料金明細内訳書は，

他の電話回線とは別扱いでNTTから送付される（請求書は，更に基本料部分

と通信料部分とに分割されて請求される。基本料については,第1の3の(1)の

アで述べたとおり，国庫負担となることから，会計課等で処理される。 ） 。会

計課等は，速やかに請求書(通信料部分。以下|司じ◎ ）及び料金明細内訳書の

写しを，民事訟廷庶務係に送付し，民事訟廷庶務係は，請求書記赦の「利用期

間」内にテレビ会議システムを利用した裁判体の数に応じて，速やかに請求書

と料金明細内訳書の写しを必要な部数だけ作成し， これを各事件担当書記官に

送付する。

なお，支給手続等事務連絡の6参照。

2払出通知

事件担当書記官は，請求書及び料金明細内訳書の写しが配布されたときは，

直ちに料金明細内訳表（料金明細内訳書のイメージは，別紙第7参照）の中か

らゥ 日時，通信時間，通信先の電話番号等により，通信を特定した後，保管金

15



から支払うべき金額を算出し，速やかに保管票により払出通知をする。

なお，保管票の摘要欄には，テレビ会議の方法による証人等の尋問の通信料

である旨，証人等の氏名，尋問の日時，通信先の庁名及び電話番号を記載する

（支給手続等事務連絡の7）。

（注14） 料金明細内訳書の見方

テレビ会議装置は， 3本のISDN回線を利用して通信を行っており，

料金明細内訳書は，回線ごとに作成されるので, NTTから送付されて

くる料金明細内訳書も3枚となる。

また， 1枚の料金明細内訳書の中でも， 1回の通信ごとに2行にわた

って明細が記救される。これは, ISDN回線が通常の電話回線の2本

分に相当する容量を有し， 明細は通常の電話回線単位で作成されること

から， 2行となるものである。

。 これら合計6行の明細に記載された通信料の積算額は，第2の3の(1)

で述べた通信料と一致することとなり， これに消費税額を加えた額が払

い出すべき金額となる。 ・

3払出通知等の迅速処理

NTTから基本料及び通信料が請求された後，支払期限までは約10日程度

であるから，前記事例の②から④までの処理を迅速に行う必要がある。

第4 テレビ会議システムが設置されていない庁における取扱い等

テレビ会議システムが設置されていない裁判所の裁判体が，テレビ会議システ

ムの設置された裁判所のテレビ会議システムを利用して，証人等の尋問を行う場

合には， これら両裁判所が例えば合同庁舎にあるようなとき（注15）を除き，

裁判所外における証拠調べ（民事訴訟法（平成8年法律第109号）第185条

第1項）として実施することになると考えられる。この場合，受訴裁判所が使用

するテレビ会議設置法廷の確保については，受訴裁判所から借用方を依頼するな

ど，所在尋問における取扱いが参考になると考えられる。
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なお，支給手続等事務連絡の6以下参照。

(注15） 合同庁舎におけるテレビ会議設置法廷には，高等裁判所や簡易裁判

所が法廷を開いていることを公示する措置を執っておくことが必要であると

考えられる。
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(別紙第2）

裁判所テレビ会議利用料金早見表
』

(平成9年2月改定）
ﾄ

科用料金の計算方法

I下表よりテレビ会膳を行おうとする2つの裁判所間の距離を確腿します。
（2つの裁判所をタテ･ﾖｺに結ぶ交点のマスの中を確哩します｡無印は100km超です｡）

Ⅱ上表より当骸区間のr60円で通侭できる秒数』を確潔し､次の式により求めます。

利用時間(秒）÷60円で通信できる秒数(秒)=X(小数点以下切り上げ）
X× 10(円） ×6(回線分)=利用料金〈円）

例:東京一静岡間(100km超)において､60分(3,600秒)利用した場合
S,SOO(秒）÷16.5(秒)=218. 18=219(小数点以下切り上げ）
219× 1o(円） ×6(回線分)=13! 140円
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テレビ会議の方法による尋問を受ける方へ

・ 今回，あなたに対する尋問は，いわゆるテレビ会議の方法によって行われます

（民事訴訟法第204条，民事訴訟規則第123条） 。この尋問の特徴は，事件

を審理する裁判所にあなたがわざわざ出頭しなくても出頭を命じられた裁判所に

出頭していただければ尋問を行うことができるというところです。事件を審理す

る裁判所の法廷とあなたが出頭する裁判所の法廷とを電話回線で接続し，両裁判

所の法廷に設置されたカメラとテレビにより，お互いの法廷の様子を見ながら，

尋問を行うというものです。

． このようにあなたに対する尋問は，事件を審理する裁判所の法廷とあなたが出

頭する裁判所の法廷との二つの法廷を使用して行われることになりますが，尋問

当日，あなたに出頭していただく裁判所は，呼出状に「出頭する日時場所」とし

て記載された裁判所の法廷ですので，間違わないようにしてください。

･ 尋問当日は，あなたが出頭する裁判所の法廷には係員が待機していますので，

呼出状に記載された裁判所の法廷に直接出頭してください。

。 この他， あなたに対する尋問全般について何かご不明な点があれば，遠慮なく

下記の連絡先1までお問い合わせください。

。 また，尋問当日にあなたが出頭する裁判所への交通手段等についてご不明な点

があれば，直接下記の連絡先2までお問い合わせください。

・ お問い合わせの際には，あなたがテレビ会議の方法で証言することになってい

ることや，呼出状に記載された事件番号及び尋問予定期日をお伝えください。

・ あなたが証人又は鑑定人の場合には，旅費， 日当及び宿泊料を請求することが

できますので認印を持参してください。この旅費， 日当及び宿泊料は，後日あな

たの指定する金融機関（銀行・郵便局等）に振込送金する方法により支払うこと

になりますので，必ず振込先の金融機関名, 口座の種類及び口座番号がわかるよ



なお， あなた以外の名義の口座には振込送金はできませんの

（あなた自身の名義の口座をお持ちでない方は，お手数です

うにしてください。なお， あなた以外の名義の口挫｛

で注意してください（あなた自身の名義の口座をお＃

が，下記の連絡先1までお問い合わせください。 ） 。

記

連絡先1

事件を審理する裁判所

A地方裁判所 ○部○係 担当裁判所書記官S

（電話番号○○一××××－△△△△内線ロロ□□）

連絡先2

あなたが出頭する裁判所

一××一八八44)B地方裁判所（電話番号○○○○

I
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テレビ会議設置法廷参考イメージ図（受訴裁判所の法廷）
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テレビ会議設置法廷参考イメージ図（出頭裁判所の法廷）
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鷹準儀と後かたづけ

／

勺 君⑫駿壷確露、
樋器の電源

ONする。

①ﾓﾆﾀの入力切替
股定が｢ビデオ1」

であることを確

脾。舟 量
①ｺｰﾃﾞ ｯｸ前面

の電源ｽｲｯﾁ0N，

②傍聴者用ﾓﾆﾀの
雷源0N。

十G=a@WRの録画ﾓｰﾄ，
が外部入力1であ
ることを砿庇。

（通常ILI｣に股定1
③VIRの電源0N

肯
④撫画ｶﾒﾗの
霞源0W.

#露

(登録）

．.．①ﾒﾆﾕｰ画面にて、ｶｰｿﾙｷｰで
.． ＊を｢その他設定jに移動 書画カメラ 『ﾓﾆﾀｰ用出力」

し、 「殿定jを押します。
②ｶｰｿﾙｷｰで＊をけりｾｯﾄ登舜］

‐ に移動し､ ｢設定1を押しま
す。

③璽綬画面･の『自民Iを押しま
す。

ﾓﾆﾀ画面で確腿しながらｶﾒﾗ
を動かし、好みの映像を

‘｢ﾌﾞﾘｾｯﾄjﾎ‘ﾀﾝ押し登録しま
す。

I砿鹿）
初期画面の『ﾒﾆｭｰ消去』にて
う･ﾘｾｯﾄ画面を確麗します。

ﾝｺﾈ1ﾀ(ﾒｽ）
：

同軸ｹｰﾌﾟ,ル(映像}×1本

■昼皇ISYOGA1のﾗﾍﾞﾙ貼付
上･ンｺｷｸﾀ

（ｵｽ）

TV会議装置

雲
専用操作盤(ﾜｲﾔﾚｽ）

ー－－－サ 傍聴者用モニタ
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【上･ﾃ‘オ入力1音声左j
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■､■司鈩クゴ

篭
同軸ケーブル(音声)×1本

： 「W-Ajのう句.ﾙ貼付
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矛冒移目強

「入力1映像」
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窩盛度マイクロホン
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■一変二I

相手制御状態でないこと(画面にIﾘﾓ三M表示なuを確認。

「相手制御状態で字諦暴寵号鴨繍溌鱒禁（下記④押下により_Z相手制御状態(ﾘﾓｰﾄ表示l_Lとなります。）

垂＆

垂＆ 、《

、

●交信中の各運用場面におけるボタン操作 「
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ｌ
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ｌ
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ｌ
ｌ
ｌ
④

ｊ
ｊ
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※表中、 「自局jとは受販裁判所側を示し、 「相手局jとは証
人側を示します。

また、画面切智操作において、子画面はON状態とします。
且 旺人側：＆受腓裁判所側；

簡易操作ﾏﾆﾕｱﾙ(3/ｲ）

1 □

|i

運用君酉 自局(受蕗董判所働薗面 栢手局I歴人何1画面
自民侭操作(受勝義判所）

自局制御 相手剥曾 １
相手局■傑作

鹿始
または

綻了 錘画面:狂人等近景僧席）
子画面:麓判所逮景(着席）

＆四
鰹画面:麓判所遠景(藩席l

子画面:鉦人等近景(埜序）

瑠盆
① けﾜｾﾂﾄi佳景lj ③I)･ﾂｾ9191狂人)】

尋同時

■画面:憂人等逓景(載劇
子画面:裁判所伍踊近預(君席】

且1頁！

叙画酉:裁判所■別近景(蒼席）
子画面:狂人等近景(蒼席）
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あらかじめ登録された哉判所にダイヤルします。

◆接続したい裁判所（1～5）のボタンを押します。

◆登録された裁判所に対し、兜侭します。
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あらかじめ盈録された位侭にメインカメラポジションを股定します。

◆1～5のボタンを押します。

◆登録された位匿にメインカメラを股定します。

直接ﾀﾞｲﾔﾙ､短縮ﾀﾞｲﾔﾙ､地点名選択の発侭時の最後に
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マイクオフ
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利 吃

品-----這認蕊｡．』故告 『
５

◆ボタンを押すとマイクがオフされます。

◆モニタ上に｜マイクオフ1が表示されます。表示され
ているときは、 こちらの音声が相手には聞こえません。

◆解除するときは、再びマイクオフポタンを押して下さい。
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’ ’ズーム・フォーカス◆交信鳳始からの軽遇時間を表示します。

◆交信時間I:？ ：; ･ 』： ｜を消す場合には交侭時間ボタンを押してください。
ボタンを押す毎に表示がON/OFF します。 ◆子画面を裏示しながら窪メインカメラのズーム

・フォーカスを行います。

※ﾒｲﾝｶﾒﾗはｵｰﾄﾌｫｰ塊なので竜ﾌｫｰｶｽ握作は通港使』
必要はありません。

ﾌｫｰｶｽ提作は通憲使用

’’ メインカメラ操作
する

◆子画面を表示しながら、メインカメラの上下左右の首振

りを行います。|相手ｶﾒﾗ提作 I
◆相手カメラ操◆相手カメラ操作時(リモート表示)は、相手のカメラを

操作できます。

※メニュー返択のカーソルキーとしても使用します。

◆相手のメインカメラのマニュアルまたはプリセット操作と相手カメラの切智が行えます。

◆このボタンを押すと画面にリモートと表示されます。
リモートが表示されている間は相手操作となります。

、●消す堀合はこのポﾀﾝを再度'甲して下さい。 ノ

簡易操作ﾏﾆｭｱﾙ （4/4）
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